
家畜衛生便り

夏季休暇期間中における防疫対策の徹底を

お願いします！

アジア地域では口蹄疫，アフリカ豚コレラの発生が

みられていることから，これらの越境性疾病が侵入す

るリスクは極めて高い状況にあります。

畜産関係者の皆様には，改めて防疫対策に万全を期

していただきますようお願いします。

１ 伝染病発生地域への渡航は可能な限り自粛しましょう。

２ 病原体の持ち込みを防止するため，衛生管理区域に

必要のない人や物を持ち込ませないようにしましょう。

やむを得ない場合には，洗浄，消毒を徹底してくだ

さい。

３ 家畜伝染病に関する情報を集めましょう。

4 家畜伝染病を広げないためには，早期発見・早期通報が

とても大切です。

毎日必ず家畜を観察し，少しでも異常がみられた時には，

すぐにかかりつけの獣医師や家畜保健衛生所に連絡しま

しょう。
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本年５月には中国で口蹄疫の発生が確認されています！

出典 農林水産省HP



豚コレラ，アフリカ豚コレラ発生予防対策の重要ポイント

①野生動物対策
・防護柵等の設置（飼養衛生管理基準で義務づけられる方針）

・飼料保管場所等へのネズミ等の野生動物の排せつ物等の混入防止

・豚舎周囲の清掃，整理・整頓

・死亡家畜の処理までの間，野生動物に荒らされないよう適切に管理

②人，物，車両によるウイルスの持込み防止
・衛生管理区域，豚舎への出入りの際の洗浄，消毒の徹底

・衛生管理区域専用の衣服，靴の設置と使用の徹底

・人，物の出入りの記録

・飼料に肉を含み，又は含む可能性があるときは，あらかじめ摂氏

70度，30分間以上又は摂氏80度，3分間以上の加熱処理を徹底

③国際郵便物等による輸入禁止畜産物持ち込み防止
・外国人技能実習生等の受入農家の皆様は，支援外国人を通じて本国

のご家族等から違反品を送らせないように周知をお願いします

飼養衛生管理基準の遵守に努め，農場へのウイルス侵入

防止に万全を期してください。

出典 農林水産省HP

以降も



渡り鳥が来る前に，高病原性
鳥インフルエンザ防疫対策の
さらなる徹底をお願いします！

①人・物・車両によるウイルスの持込み防止

・衛生管理区域，家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の

徹底

・衛生管理区域専用の衣服，靴，家きん舎毎の専用の靴の

使用

・上記措置の記録

②野生動物対策

・防鳥ネットの設置・修繕，壁の破損・隙間の修繕

・家きん舎周辺の清掃，整理・整頓

・上記措置の定期点検

③飼養衛生管理基準遵守の徹底

・死亡羽数増加の際には家畜保健衛生所に連絡



暑熱により，採食量や受胎率の低下等が引き起こされ，

家畜の生産性が損なわれることを防ぐためには，家畜が健

康で快適に過ごせる環境づくりが大切です。

いろいろな暑熱対策





農林水産省 暑熱対策リーフレットより

＜連絡先＞

西部家畜保健衛生所

吉野川庁舎 ０８８３－２４－２０２９

東みよし庁舎 ０８８３－８２－２３９７

家畜保健衛生所は，休日・夜間も２４時間対応しています。



第12回全国和牛能力共進会

会 期 令和4年10月6日（木）～令和4年10月10日（祝・月）

会 場 肉牛の部 鹿児島県南九州市知覧町

（株）JA食肉かごしま南薩工場

徳島県からは，肉牛の部，出品区第8区（去勢肥育牛），

24カ月未満の出品となります。

出品牛は，令和元年12月末までに人工授精もしくは

受精卵移植を行い，令和2年10月7日以降の分娩牛が

対象となります。

なお，今回の種雄牛は，「福之姫」を主とすることと

なりました。

出品に向けての準備，ご協力をお願いします。


